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行
政
相
談
委
員
は
、総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見・要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。医
療

保
険・
年
金
か
ら
雇
用
、運
輸
、道
路
行
政
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。相
談
は
無
料・
秘
密
厳
守
で
す
。予
約
不

要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
３
月
12
日（
水
）午
前
10
時
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

　
　
　
　
　
（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

行
政
相
談
を

　
　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

その他の配布物 ●県民のあゆみ　●３月まるっとカレンダー　●「石子沢川流域水害対策計画へのご意見をお聞かせください !!」チラシ
●「皆さんの『声』を聞かせてください ! Vol.２〜４」チラシ　●ほんわ館だより（第 150 号）

人
工
透
析
通
院
交
通
費
を

助
成
し
て
い
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

　

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
、腎
臓
機
能

に
障
が
い
が
あ
る
方
が
人
工
透
析
療
法
を
受

け
る
た
め
、医
療
機
関
へ
の
往
復
に
交
通
機

関（
自
家
用
車
を
含
む
）を
利
用
し
た
場
合
、

交
通
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す（
た
だ

し
、病
院
の
送
迎
バ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

は
該
当
し
ま
せ
ん
）。

●
受
付
期
限　
３
月
６
日（
木
）

● 

受
付
場
所　
健
康
福
祉
課（
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）ま
た
は
役
場
総
合
窓
口

● 

申
請
方
法　
通
院
報
告
書（
※
）と
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
新
規
申
請
の
場

合
は
通
帳
の
写
し
も
提
出
）。

※ 

上
半
期
申
請
済
の
方
は
令
和
６
年
９
月
１

日
か
ら
令
和
７
年
２
月
末
ま
で
の
通
院
実

績
※ 

今
年
度
未
申
請
の
方
は
令
和
６
年
３
月
１

日
か
ら
令
和
７
年
２
月
末
ま
で
の
通
院
実

績
　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
対
し
て
、２

月
14
日
以
降
、町
か
ら
申
請
書
類
を
郵
送
し

て
い
ま
す
が
、対
象
に
該
当
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、申
請
書
類
が
届
い
て
い
な
い

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　令和６年 11 月 15 日号の広報なかやまでお知らせしていますが、証明書のコンビニ交付サービス
導入に伴い３月から延長窓口を毎週火曜日のみ（祝日を除く）に縮小しますので、ご利用の方はご注意
ください。
　延長窓口で取り扱っている業務は以下のとおりです。
●日時　毎週火曜日　午後５時 15 分～７時
● 各種証明書の交付（戸籍・住民票・印鑑証明・税証明など）、
　マイナンバーカードの申請・交付・更新
※対応する職員が少ないため、お待ちいただく場合がありますことをご了承ください。

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６２－２５９３

延長窓口の縮小について

コンビニ交付操作方法 コンビニ交付とは
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職種 募集
人数 職務内容 勤務場所・勤務時間等 報酬額 応募資格

流域治水
専門員

若
干
名

最上川等流域治
水事業における設
計および積算など
の業務

・役場庁舎
　平日週４日
　午前９時～午後４時30分
　　（うち休憩時間60分）

月額
190,554円

・ 土木・建設に対する広い
識見を有し、建設業務な
どの経験を有する方

・ パソコン操作が可能な方

保育園長 保育園の管理運
営に関する業務

・なかやま保育園
　月～金曜日
　午前８時30分～午後４時30分
　（うち休憩時間60分）

月額
270,425円

・ 児童福祉事業に２年以
上従事した方または同等
以上の能力を有すると認
められる方

保育士 保育業務

・なかやま保育園
　月～土曜日のうちの５日以内
　午前７時30分から午後６時30分まで
　の間の７時間（うち休憩時間60分）
　早朝・延長・土曜保育のため、シフト
　により交代勤務があります。
※ 午後７時まで勤務時間が延長となる日

があります。

月額
189,496 円
～
( 週 ５日 の
場合)

・ 保育士資格を有する方
（令和７年３月31日まで
に資格取得見込みの方
を含む）

＊＊＊ 令和７年度 中山町会計年度任用職員を募集します ＊＊＊

総務広報課庶務広報Ｇ　☎６６２－２１１１ 　

●任用期間： 令和７年４月１日～令和８年３月31日（原則、土・日曜日、祝日および年末年始は勤務を
要しません）

●報 酬 額：表に記載の額のほか条件により通勤費、期末手当等を支給
●選考方法：書類選考、面接試験（面接の日時などは、後日、本人に郵送で通知します）
●申込書類の受付期間および提出先
　　　受付期間 ：３月12日(水)までにお申し込みください。
　　　提 出 先 ：○ 直接申し込む場合は、総務広報課庶務広報Ｇへ提出してください。
　　　　　　　　　（土・日曜日の場合は、役場１階の宿直室警備の係員へお渡しください）
　　　　　　　　　　※受付時間：午前８時30分～午後５時15分 

○ 郵送する場合は、封筒の表に「中山町会計年度任用職員任用申込書在中」と朱書き
のうえ、郵送してください（３月12日必着）。

　　　　　　　　　　※宛先 ： 〒990-0492　東村山郡中山町大字長崎120
　　　　　　　　　　　　　　　中山町役場　総務広報課　庶務広報グループ 
●提出書類：｢任用申込書」および「履歴書｣（資格要件がある場合は、資格を証するものの写し）
　　　　　　※ 申込書と履歴書は、役場総務広報課、保健福祉センターで配布しているほか、町公式ホー

ムページからダウンロードもできます（「履歴書」は、市販のものでも構いません）。なお、
提出された申込書などはお返しできませんのであらかじめご了承願います。

●そ の 他： 勤務時間、報酬額が所定の要件を満たす場合は、各種保険に加入していただきます。
※お申込み・お問い合わせ先

消防団員募集中！
　地域のために活躍してみませんか？さまざまな年代・業種の方が消防団で活躍しています。

●条件　年齢18歳以上であること、町内に在住または勤務していること
●待遇　被服貸与あり、年額報酬・活動報償・退職金制度あり、公務災害補償あり
入団希望の方はお問い合わせください。

※お問い合わせ先　総務広報課防災安全対策室　☎６６２－４８９９

一般団員（男女可） 女性消防隊（女性のみ） ラッパ隊
（男女可。初心者でも練習によって演奏できます）

火災や水害時の対応
定期的な町内巡回
各種訓練など

応急手当などの普及啓発活動
など

各種イベント時の演奏
（トランペット、スネアドラム、
バスドラム）
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転出届・転入予約は、マイナポータルで転出届・転入予約は、マイナポータルで！！
　進学・転職・転勤などによりお住まいの住所が変わったら、住民異動の届け出が必要です。
　マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出届および転入
予約（来庁予定の連絡）ができます。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
※ マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届など

の手続が必要です。
※転出届以外に健康保険、税金、下水などの手続きがある方は中山町で手続きが必要です。

　窓口でも異動の手続きが可能です。以下の必要書類を持参し、役場１階１番窓口にお越しください。
※本人や同一世帯員以外の代理人が住所異動の届け出を行う場合は、委任状が必要です。

①転入届（他市区町村から中山町へ）

③転居届（町内での引っ越し）

②転出届（中山町から他市区町村へ）

※お問い合わせ先　住民税務課住民G　☎６６２－２５９３

届出期間 中山町に住み始めた日から14日以内

必要書類

本人確認書類（マイナンバーカード、
運転免許証など）、転出証明書

【該当者のみ下記の書類】
マイナンバーカード、住民基本台
帳カード、在留カードなど

届出期間 転居した日から14日以内

必要書類

本人確認書類（マイナンバーカード、
運転免許証など）

【該当者のみ下記の書類】
マイナンバーカード、住民基本台帳
カード、国民健康保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証、在留
カードなど

届出期間 転出する14日前から

必要書類

本人確認書類（マイナンバーカード、
運転免許証など）

【該当者のみ下記の書類】
マイナンバーカード、住民基本台帳
カード、国民健康保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証など

●期　　日　４月１日～
●営業時間　午前 10 時～午後５時 30 分
※営業時間外に乗車券をお求めの場合は、左沢線列車内で乗務員からお買い求めください。
※営業時間中はこれまで通り、乗車券・特急券・定期券をお買い求めいただけます。

※お問い合わせ先　羽前長崎駅　☎６６２－２２２１

JR羽前長崎駅窓口　営業時間変更のお知らせ

マイナポータルの
引越し手続画面

デジタル庁の引越し手続
オンラインサービス
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届出保育施設等に関する補助金について届出保育施設等に関する補助金について
　令和６年度内に届出保育施設等（※）に入所しており、条件に該当する児童の保護者に対し、補助金
を交付します。
●対　　象　 町内に住所があり、届出保育施設等に入所している下記の事業内容に該当する児童の

保護者
●事業内容　【多子軽減事業】�就学前の児童が２人以上児童福祉施設に同時入所しており、同時入所

している児童から数えて第２子以降の児童
　　　　　　【第３子以降無料化事業】第３子以降の児童（第１子および第２子以降の年齢制限なし）
　　　　　　【段階的負担軽減事業】�世帯の住民税が97,000 円未満世帯であって、保育の必要性が

ある世帯児童
●対象期間　令和６年４月１日～令和７年３月 31 日
●補 助 額　 対象期間中の入所費用の内、保育料として支払った費用。ただし、その他の補助金や減免

を受けている場合は、それらを差し引いた額
●補助上限額　【多子軽減事業】　　　　　（月額）12,000 円～ 24,000 円
　　　　　　　【第３子以降無料化事業】　（月額）37,000 円
　　　　　　　【段階的負担軽減事業】　　（月額）37,000 円～ 42,000 円
　　　　　　　※条件に応じて変動しますので、お問い合わせください。
●申請方法　 関係書類を添付し、３月 13 日（木）までに申請書を提出してください。申請書類は保健

福祉センターで配布しています。
（※）認可外保育施設および企業主導型保育事業所など都道府県の認可を受けていない児童福祉施設のこと

※申請・お問い合わせ先　健康福祉課福祉子育て支援Ｇ　☎６６２－２７０５

各種委員会委員を募集します
■中山町子ども・子育て会議　委員
　町の子育て支援関連施策に対してご意見をいただく中山町子ども・子育て会議の委員を公募します。
●募集人数　若干名
●応募資格　町内に住所のある方で、子育て中の方または子育て経験のある方
●会議の開催回数　年２、３回程度。会議は平日の日中に開催します。
●任　　期　４月１日～令和９年３月31日
●応募方法　 応募用紙に必要事項を記入し、３月14日（金）までに保健福祉センターに提出してくだ

さい。応募用紙は、保健福祉センターおよび役場総合窓口で配布するほか、町公式ホー
ムページからダウンロードすることもできます。

※お申込み・お問い合わせ先　　健康福祉課福祉子育て支援Ｇ　☎６６２－２７０５

■中山町スポーツ推進委員
　スポーツに関して深い関心を持ち、ボランティア精神と熱意でスポーツの実技指導およびスポー
ツに関する指導・助言ができる方、町民スポーツの推進に関して興味のある方を「中山町スポーツ
推進委員」として募集します。
●募集人数　若干名
●応募資格　次のすべての要件を満たす方
　　　　　　①町内に住所がある20歳以上の方（令和７年４月１日現在）、50歳までの方歓迎
　　　　　　②スポーツについて企画・指導・助言ができる熱意と能力を有する方
　　　　　　③町民のスポーツ推進に係る事業および会議（主に夜間や土・日曜日）に出席・協力できる方
●任　　期　４月１日～令和８年３月31日
●応募方法　 応募用紙に記入のうえ、３月19日（水）までに、中央公民館に郵送または持参により

提出してください。応募用紙は中央公民館窓口で配布しています。
※お申込み・お問い合わせ先　　教育課生涯学習Ｇ　☎６６２－２２３５
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●
日
時　
３
月
21
日（
金
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
内
容　

　
◎
お
口
と
認
知
症

　

�

講
師：一
般
社
団
法
人　
天
童
市
東
村
山
郡

医
師
会　
歯
科
衛
生
士　
佐
藤
奈
美
氏

　
　
口
の
中
の
健
康
と
認
知
症
の
関
係
に
つ

　
い
て
、一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う
！

●
対
象　

認
知
症
の
方
や
ご
家
族
、関
心
の

　
あ
る
方
ど
な
た
で
も

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
締
切　
３
月
14
日（
金
）

※�

予
約
優
先
で
す
が
当
日
の
飛
び
入
り
参
加

も
可
能
で
す
。お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第

19
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、地
域
計
画

（
案
）を
公
告
し
、公
告
の
日
か
ら
２
週
間
に

わ
た
り
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、経
済
的
理
由
で
お

子
さ
ん
を
学
校
に
通
わ
せ
る
こ
と
が
大
変
な

　
町
で
は
食
育
と
地
産
地
消
を
一
体
的
に
推

進
す
る
た
め
、令
和
２
年
３
月
に「
第
２
次
中

山
町
食
育・地
産
地
消
推
進
計
画
」を
策
定
し
、

令
和
６
年
度
を
目
標
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。こ
の
た
び
、食
育・
地
産
地
消
推
進
協
議

会
や
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、令

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

「
ひ
だ
ま
り
」を
開
催
し
ま
す

●
縦
覧
期
間　
３
月
７
日（
金
）～
21
日（
金
）

●
縦
覧
場
所　
①
役
場
産
業
振
興
課
窓
口

　
　
　
　
　
　
②
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

●�

意
見
書
の
提
出　
利
害
関
係
人
で
意
見
の

あ
る
方
は
、縦
覧
期
間
中
に
町
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。利

害
関
係
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
、

次
の
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�

①
地
域
計
画（
案
）へ
の
意
見　

②
氏
名

（
法
人
は
名
称
）　
③
住
所　
④
内
容
確
認

時
の
連
絡
先

●�
提
出
方
法　

窓
口
へ
直
接
持
参
、Ｆ
Ａ
Ｘ

　

�（
６
６
２
‐
５
９
５
０
）、メ
ー
ル（noshin@

tow
n.nakayam

a.yam
agata.jp

）、

郵
送（
〒
９
９
０
‐
０
４
９
２
中
山
町
大

字
長
崎
１
２
０
番
地
）　
（
縦
覧
期
間
中
必

着
）

和
７
年
度
か
ら
の「
第
３
次
中
山
町
食
育・地

産
地
消
推
進
計
画（
案
）」を
ま
と
め
ま
し
た

の
で
、町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
募

集
し
ま
す
。な
お
、こ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン

ト
は
中
山
町
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
手
続
実

施
要
綱
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
す
。

●
案
の
公
表
方
法

　
①
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

　
②
役
場
産
業
振
興
課
窓
口
で
の
閲
覧

　
③
中
央
公
民
館
窓
口
で
の
閲
覧

　
④
健
康
福
祉
課
窓
口
で
の
閲
覧

●
意
見
提
出
期
間　

　
　
　
　
　
　
３
月
４
日（
火
）～
17
日（
月
）

　
※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効　

●�

意
見
提
出
方
法　

持
ち
込
み
に
よ
る
書
面

提
出
、郵
送（
〒
９
９
０‐０
４
９
２
中
山
町
大

字
長
崎
１
２
０
番
地
）、Ｆ
Ａ
Ｘ（
６
６
２
‐

５
９
５
０
）、　

メ
ー
ル（noshin@

tow
n.

nakayam
a.yam

agata.jp

）

※�

意
見
書
の
様
式
は
自
由
で
す
。参
考
様
式

は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
問
い

合
わ
せ
先
に
て
配
布
し
ま
す
。

※�
詳
細
に
つ
い
て
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
護
者
に
対
し
、学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど

の
費
用
の
一
部
を
援
助
す
る
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
。援
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、申
請

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●�

対
象　
中
山
町
に
住
所
が
あ
り
、か
つ
、中

山
町
立
の
小・
中
学
校
に
在
学
し
て
い
る

児
童・生
徒
の
保
護
者
な
ど
で
、生
活
保
護

を
受
給
中
の
方
、ま
た
は
、生
活
保
護
に
準

ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
方

●�

援
助
費
目　
①
学
用
品
費　
②
通
学
用
品

費　
③
校
外
活
動
費　
④
新
入
学
用
品
費

　

�

⑤
入
学
準
備
金　
⑥
修
学
旅
行
費　
⑦
通

学
費　
⑧
ク
ラ
ブ
活
動
費　
⑨
生
徒
会
費

⑩
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費　
⑪
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
通

信
費　
⑫
卒
業
ア
ル
バ
ム
代
な
ど　
⑬
医

療
費　
⑭
給
食
費　
　

※�

必
ず
し
も
全
て
の
費
目
を
受
給
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●�

申
請
方
法　
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
付

し
、３
月
31
日（
月
）ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。申
請
書
類
は
町
内
各
小・
中
学

校
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先
で
配
布
し
て
い

ま
す（
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

※�

４
月
１
日
以
降
も

随
時
受
け
付
け
ま

す
が
、認
定
期
間
に

応
じ
た
支
給
額
と

な
り
ま
す
。

※
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
農
業
振
興
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

「
地
域
計
画（
案
）」の
公
告・

縦
覧
に
つ
い
て

※
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
農
業
振
興
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

「
第
３
次
中
山
町
食
育・地
産

地
消
推
進
計
画（
案
）」に
対

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク・
コ
メ
ン

ト
を
募
集
し
ま
す

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ
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※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ　
髙
橋

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
２
２
３

　

３
月
23
日（
日
）は
モ
ン
テ
デ
ィ
オ
山
形

「
中
山
町
民
応
援
デ
ー
」で
す
。通
常
よ
り
安

価
な
チ
ケ
ッ
ト
の
販
売
と
、小
中
高
生
の
無

料
招
待
券
の
配
布
を
行
い
ま
す
。ぜ
ひ
ス
タ

ジ
ア
ム
で
応
援
し
ま
し
ょ
う
！

●
日
時　
３
月
23
日（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

●
場
所　
Ｎ
Ｄ
ソ
フ
ト
ス
タ
ジ
ア
ム
山
形　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
童
市
）

●
対
戦
相
手　
徳
島
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
ス

【
応
援
デ
ー
チ
ケ
ッ
ト
引
換
】

●�

販
売
席
種　
バ
ッ
ク
ス
タ
ン
ド
自
由
席　

ゾ
ー
ン
１
お
よ
び
４（
購
入
の
際
に
窓
口

で
指
定
し
て
く
だ
さ
い
）

●
販
売
窓
口　
中
央
公
民
館

●
販
売
期
間　
３
月
３
日（
月
）～
17
日（
月
）

※�

土・
日
曜
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後
５

時
●
価
格　
一
般
…
１
７
０
０
円

　
小
中
高
生
…
無
料（
招
待
券
の
配
布
）

●
購
入
枚
数　
お
一
人
様
１
枚

●�

対
象　

町
内
に
在
住・
在
勤
さ
れ
て
い
る

方
※�

町
内
に
在
住・
在
勤
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
書
類（
運
転
免
許
証
や
生
徒
手
帳
な

　

よ
く
見
聞
き
す
る「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」に
つ
い
て
、

ど
ん
な
も
の
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る

か
を
一
緒
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時　
３
月
18
日（
火
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館

●
定
員　
先
着
20
名

●
持
ち
物　
ス
マ
ホ
、筆
記
用
具

●�

申
込
方
法　
事
前
予
約
制
と
な
り
ま
す
の

で
、３
月
14
日（
金
）の
午
後
５
時
ま
で
に

電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

お
申
し
込
み
時
髙
橋
が
不
在
の
場
合
、折

り
返
し
ご
連
絡
を
差
し
上
げ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。民
生

委
員
、人
権
擁
護
委
員
な
ど
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

　
初
心
者
か
ら
経
験
者
ま
で
ど
な
た
で
も
参

加
可
能
で
す
。心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
と
健

康
力
ア
ッ
プ
に
向
け
楽
し
く
ス
ポ
ー
ツ
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時　
３
月
20
日（
木・祝
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

●
場
所　
総
合
体
育
館
ア
リ
ー
ナ

●�

対
象　

小
学
４
年
生
以
上
の
男
女（
未
経

験
者
歓
迎
）30
名
程
度

●
受
講
料　
無
料

●
持
ち
物　
ラ
ケ
ッ
ト
、シ
ュ
ー
ズ
、飲
料
水
、

　
タ
オ
ル
な
ど

※�

貸
出
用
の
ラ
ケ
ッ
ト
を
用
意
し
ま
す
が
、

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
講
師　
仙
台
大
学
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部

●�

申
込　
中
央
公
民
館
窓
口
で
配
布
し
て
い

る
申
込
用
紙
に
記
入
の
う
え
、３
月
13
日

●
受
付
場
所　
総
合
体
育
館

※�

月
曜
日
休
館
日
、月
曜
日
が
祝
日
の
場
合

は
そ
の
翌
日

●
受
付
期
間　

　
①
申
請
書・証
明
写
真
の
受
付

　
　
　
　
　
　
　
　
…
11
月
30
日（
日
）ま
で

　
②
料
金
の
受
領
、使
用
券
の
交
付

　
　
　
…
４
月
１
日（
火
）～
11
月
30
日（
日
）

※�

３
月
中
は
、申
請
書・証
明
写
真
の
受
付
の

み
行
い
ま
す
。

●�

必
要
書
類　
中
山
町
有
料
公
園
施
設
年
間

使
用
券
交
付
申
請
書
、証
明
写
真
２
枚（
縦

３
cm
×
横
２・５
cm
）

※�

直
近
６
か
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●�

料
金　

高
校
生
以
上
…
７
８
６
０
円
、中

学
生
以
下
…
３
６
７
０
円

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

モ
ン
テ
デ
ィ
オ
山
形　

　
　
　

��

中
山
町
民
応
援
デ
ー

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　

 　
　
　
　
　

  

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

心
配
ご
と
相
談
所
を

　
　
　
　
　
　

��

開
設
し
ま
す

ど
）を
ご
提
示
く
だ
さ
い（
小
学
生
は
学
校

名
お
よ
び
学
年
な
ど
を
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
）。

※�

前
売
り
チ
ケ
ッ
ト
の
販
売
状
況
に
よ
り
、

中
山
町
民
応
援
デ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
販
売・

小
中
高
生
無
料
チ
ケ
ッ
ト
の
配
布
が
制
限

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
木
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い（
電

話
予
約
可
）。Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、住
所
、

氏
名
、年
齢
、性
別
、電
話
番
号
を
ご
記
入

の
う
え
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

参
加
中
の
け
が
、事
故
な
ど
に
つ
い
て
は

責
任
を
負
い
か
ね
ま
す（
傷
害
保
険
な
ど

は
各
個
人
で
対
応
し
て
く
だ
さ
い
）。

ス
マ
ホ
教
室「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

つ
い
て
学
ん
で
み
よ
う
」を

　
　
　
　
　

�

開
催
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
合
体
育
館　
☎
６
６
２
‐
２
３
０
０

最
上
川
中
山
緑
地（
ひ
ま
わ
り
）

グ
ラ
ウ
ン
ド・
ゴ
ル
フ
場
年
間

使
用
券
の
購
入
に
つ
い
て

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

　
　
　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
６
６
２
‐
５
４
４
０

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室
の
ご
案
内
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ま
た
、仕
事・ひ
き
こ
も
り
な
ど
の
相
談
に

東
南
村
山
地
域
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の

相
談
員
が
応
じ
ま
す
。

●
日
時　
３
月
12
日（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
２
階

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※�「
中
山
町
誕
生
70
周
年
記
念
町
民
参
加
事

業
補
助
金
」を
活
用
し
た
事
業
で
す
。

【「
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」み
ん
な
の
居
場
所
】

●
日
時　
３
月
７
日（
金
）・14
日（
金
）

　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

●
場
所　
旧
情
報・物
産
館
〇ま

る

っ
と

●
内
容　

　
・�多
世
代
間
の
交
流
、よ
ろ
ず
相
談
会

　
・健
康
づ
く
り
、仲
間
づ
く
り

　
・�規
格
外
の
野
菜・果
物
な
ど
で
の
食
育
お

よ
び
イ
ベ
ン
ト

　
・e
ス
ポ
ー
ツ
体
験
会

●
費
用　
１
０
０
円

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
み
ん
な
の
居
場
所　
池
田

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
６
６
２
‐
６
６
２
０
）

中
山
町
誕
生
70
周
年
記
念
事
業

消費生活の窓口から消費生活の窓口から

　「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「１回限り」と思って注文したとこ
ろ、実は定期購入の契約だったという相談が全国的に寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購
入回数の指定がない契約（いつでも解約できる定期購入）」である可能性がありますので契約時には注
意が必要です。
〈事例〉・�スマートフォンで動画を視聴中に表示された「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動

画広告に興味を持ち、事業者のサイトにアクセス。初回お試し900円で「定期縛りなし」と
書かれたダイエットサプリを購入した。届いた商品の納品書に次回お届け予定日が書かれて
おり、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみてから定期購入を改めて注文す
るものだと思っていたので、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。

（50歳代　男性）
　　　　・�SNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告に興味を

持ち、広告上の「注文する」ボタンをタップし注文。商品が届き代金の1,900円はコンビニ
後払いで支払った。翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店
舗に持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求さ
れ、受け取り拒否した荷物は育毛剤の２回目分だったと分かった。定期購入ではなく、１回
限りの注文と思っていたし、２回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。

（50歳代　女性）
【アドバイス】
◆「定期縛りなし」という記載は「１回限り」という意味ではない可能性があります。
◆ インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
　�　「最終確認画面（契約条件が記載されている画面）」で、定期購入が条件となっていないか、最低
購入回数に指定（縛り）がないか、２回目以降の代金などの販売条件や、解約の条件を確認しましょ
う。

◆「最終確認画面」はスクリーンショット（スクショ）で必ず保存しましょう。
　�　「最終確認画面」のスクリーンショットはトラブルの際の証拠になります。方法が分からない場合
は、携帯電話会社や周りの人に聞くか、デジカメで直接画面を撮影するなど工夫しましょう。
　�　なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数
の指定のある契約（〇回受け取るまで解約できない定期購入）」に誘導される場合があるため、表示
は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。

◆ 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活相談窓口か消費者ホットライン１
い や や

８８
（局番なし）に相談しましょう。
※�詳しくは、国民生活センターホームページ「『定期縛りなし』が『解約するまで続く定期購入』だっ
たなんて…！」をご覧ください。

　※ご相談・お問い合わせ先　　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）☎６６２－２５９３

「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…！
～ネット通販では、注文する前に販売条件や解約の条件をしっかり確認しましょう！～
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事 業 名 日　時 場 所 対　象　者　等

幼 児 発 達 相 談
【 予 約 制 】

３/12（水）
午後

保健福祉
センター

お子さんの発達に関する相談を行います。希望する
方はご連絡ください。

　　山形県精神保健福祉センターでは、下記の取り組みを行っています。
１.自殺対策強化月間における電話相談の拡充
　●期間　３月１日（土）～７日（金）の７日間
　●時間　午前９時～午後５時
　●電話番号　①「こころの健康相談統一ダイヤル」　☎０

お こ な お う
５７０－０

まもろうよ
６４－５

こ こ ろ
５６（全国共通）

　　　　　　　②「心の健康相談ダイヤル」　☎６３１－７０６０
　※通常の心の健康相談ダイヤルは午前９時～正午、午後１時～５時まで
　　（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
２.「こころの健康相談＠山形」（LINEによる相談）
　●対象　県内在住または県内に通勤・通学している方
　●時間　午後６時 30分～ 10時　※年末年始を除く
　●内容　こころの健康に関する相談
　●利用方法　LINEアプリで友だち登録。友だち登録の方法は下記の２通り。
　　①「友だち追加」の検索でＩＤ（@950wtmqh）を検索して追加
　　②二次元コードを読み取って登録
　※予約不要で相談は無料です。匿名での相談も可能です。
３.その他
　�　身近な人や大切な人を自死で亡くされた方を対象に「自死遺族個別相談」および「自死遺族の集い
（ティアーズの会）」を開催しています。詳しくは山形県精神保健福祉センターまでお問い合わせい
ただくか、センターのホームページをご覧ください。
　　　　　※お問い合わせ先　山形県精神保健福祉センター　☎６７４－０１３９

３月は「自殺対策強化月間」です

LINEの友だち登録は
こちら

保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎ 662‒2836

母子手帳交付について
母子健康手帳交付は予約制です。お電話でお問い合わせください。
●受付時間　午前８時30分～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）
●所要時間　30分～１時間程度
●場　　所　保健福祉センター　●持ち物　医師が記入した妊娠届出書、マイナンバーカード

乳幼児等定期予防接種の申し込みについて
●町内医療機関で接種を希望する場合は、直接医療機関に申込票を提出してください。
●�町外医療機関希望の場合は健康づくりＧに申込票をお届けください（接種券を郵送しますので、
届いたら医療機関に予約を入れてください）。
※転入などで申込票をお持ちでない場合は、健康づくりGへお問い合わせください。

３月の日曜当番医　午前９時～正午

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39 ☎635-9955）も利用できます。

３月９日 安藤医院 ☎662－5580 ３月23日 秋葉医院 ☎663－1000
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その他のごみ収集日

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Gへ （TEL 662-2112）

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他
スマホ…スマホよろず相談所（中央公民館にて午前10時〜正午、予約不要）

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【３月 20日（木）は祝日ですが、通常どおりごみの収集をします。】

まちのカレンダー

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

３月14日(金)
３月28日(金) 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

３月10日(月)
３月24日(月) 火・金曜日 木曜日

※リチウムイオン電池は｢水銀含有ごみ｣へ！　※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

3月
1 土 ■中山町民交通安全行動の日

□図書館野菜づくり講座

2 日 ⃝ウォーキング教室
⃝体力測定会（総合体育館）

3 月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
スマホ

4 火
■町議会３月定例会（～ 13日まで）
◆ことばの相談
★お話と遊びの会（ありがとうの会）
⃝体力測定会（総合体育館）

5 水 ⃝ウォーキング教室　 スマホ
⃝いきいきクラス（総合体育館）

6 木
7 金 ★大きくなったねの会①　 スマホ

◆こころの健康相談

8 土 ★子育て支援センター開館日

9 日 ⃝ウォーキング教室
⃝いきいきクラス（総合体育館）

10月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★子育て支援センター休館日　 スマホ

11火 ◆定期健康相談　★発育測定と保健師の話
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

12水
■行政相談　○心配ごと相談所
◆幼児発達相談
⃝ウォーキング教室　 スマホ
⃝いきいきクラス（総合体育館）

13木 ★大きくなったねの会②

14金 □中山中学校卒業式
スマホ

15土 ■中山町民交通安全行動の日
□ほんわ館おはなし会

16日 ⃝ウォーキング教室
⃝いきいきクラス（総合体育館）

17月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日　 スマホ

18火 □長崎小学校・豊田小学校卒業式
★お話と遊びの会
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

19水 ★ふれあい広場（誕生会）
⃝ウォーキング教室　 スマホ
⃝いきいきクラス（総合体育館）

20木 春分の日
□中山町スポーツ文化表彰式
□ 2025柏倉九左衛門家ひなまつり（22日、23日）

21金
22土
23日 ⃝ウォーキング教室

⃝いきいきクラス（総合体育館）

24月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

25火
★子育て支援センター休館日
　　　（保育園卒園式のため）
◆定期健康相談　◆育児相談
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

26水
○法律相談所　◆乳児健診
★ふれあい広場（作ってみようの日）
⃝ウォーキング教室
⃝いきいきクラス（総合体育館）

27木 ★赤ちゃんとママの日

28金
29土
30日 ⃝ウォーキング教室

⃝いきいきクラス（総合体育館）

31月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

安藤医院
662-5580
９時～12時

秋葉医院
663-1000
９時～12時


